
医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度の手続 

（地域医療構想の実現のための病床再編等の促進に向けた特別償却） 

 

「医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度について」（平成３１年３月２９日付医政発０３２

９第３９号厚生労働省医政局⾧通知）における「第２ 地域医療構想の実現のための病床再編等の促進

に向けた特別償却制度について」２（５）に掲げる都道府県における手続等について、鳥取県では以下

のとおりとします。 

 

１ 事前相談 

  ・特別償却制度の利用を検討されている場合は、下記４の問い合わせ先まで事前に御相談ください。 

  ・事前相談の際には、下記２で提出を予定されている書類を御準備ください。（事前相談の段階では

案の内容で可） 

  

２ 確認を受けるための書類の提出 

  次の書類を御提出ください。 

  ①確認願（様式１） 

②添付書類 

・開設許可申請等に係る書類一式 

・具体的対応方針（任意様式） 

・その他参考書類 

   

３ 事前相談・書類の提出時期 

  県の確認にあたり、地域医療構想調整会議への提出・確認が必要なため、提出時期については、事前に

御相談ください。 

  ※書類確認には、資料の追加等により時間を要する場合がありますので、余裕をもって相談・提出

してください。 
 

４ 書類の提出先・問い合わせ先 

鳥取県健康医療局医療政策課医療政策担当 

〒６８０−８５７０ 鳥取市東町一丁目２２０番地 

     電話：０８５７−２６−７２０７ 

     電子メール：iryouseisaku@pref.tottori.lg.jp 
 

５ その他 

・事前相談から確認証交付までの概ねの流れは、別添「事務フロー図【地域医療構想の実現のため

の病床再編等の促進に向けた特別償却制度】」を御確認ください。 

・特別償却制度の利用に当たっては、該当する二次保健医療圏の地域医療構想調整会議で合意され

た具体的対応方針に基づく病床再編等である必要があります。地域医療構想調整会議で説明をし

ていただくため、確認願の提出者には同会議への出席をお願いします。 

・県での確認後の確認証（納税地を所管する税務署に青色申告する際に必要）の交付は、実際の工

事等が完了され、医療法上の所定の手続が行われた段階となります。 


